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これより、議事に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

日程第１議事録署名委員の指名をします。本総会の議事録署名委員は４番、

５番にお願いします。 

 

日程第２ 議案第３１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第２議案第19号農地法第３条の規定による許可申請について審議

に入ります。 

議案１番、本件担当の 13番、申請地の状況について説明をお願いしま

す。 

申請地は牧草が植えられており、きれいな状態でした。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

譲受人は、市内で酪農を営み、農地所有適格法人として営農している法人

であります。市内の経営面積は約○haとなります。牧場では約○○○頭の

乳牛を飼育し、農地では飼料用の作物を栽培しております。譲受人は農地中

間管理機構を通じて、埼玉県農林公社より農地を借り受けている経緯があり

まして、市内の他、○○○においても同様に借り受けております。今回の申

請地も飼育用の作物を計画しており、経営規模拡大のため今回の申請に至っ

た経緯であります。農業従事日数につきましては、年間約○○○日でありま

す。 

只今 13番及び事務局より説明がありましたが、質疑がありましたらお願

いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第

３条第２項各号に該当しないため、許可で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可と決しました。 

 

続きまして、議案２番、本件につきましては事務局より、申請地の状況及

び申請人の状況について説明をお願いします。 

申請地は県道川越日高線高麗川団地入口から東へ約○○○ｍ進んだところ

の信号を左折し、道なりに○○○ｍほど進み左折してから○○○ｍほど進ん

だ、右側に位置しています。現地は、隣接地との境はトラクター等で耕耘さ

れており、中央部は 30㎝ほどの草が生えている状態でした。 

譲受人は、障がい者サービス事業を営んでいる社会福祉法人であります。

主に障がい者の就労支援を目的としている施設であります。 

本来、農地を取得する場合、農業従事日数、農地取得後の経営面積等、農地

法第３条２項に規定され該当している場合、許可することができないことに

なっておりますが、農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外の中に、

『社会福祉法人等が教育実習農場であれば社会福祉事業の運営に必要な施設
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の用に供するため権利を取得する場合は可能である』とのことであります。 

申請地ではサカキを栽培する計画をしており、農福連携で営農していく方

針であります。既に近隣市、○○○○○では教育実習農場として行っており

ます。今後は、障がい者の就労支援の一助となり実績を積んでいきたいとの

ことであります。 

農機具も所持しており、刈払い機○台、管理機○台、耕耘機○台、トラクタ

ー23馬力○台、その他農作業に必要な機械を所持しております。 

只今事務局より説明がありましたが、質疑がありましたらお願いします。 

サカキを作っている上でソーラーパネルを行うということですか。 

今後は、営農型太陽光を計画しているとのことです。 

よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第３条第２項各号に該当

しないため、許可で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可と決しました。 

 

日程第３ 議案第３２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第３議案第３２号農地法第４条の規定による許可申請について審

議に入ります。 

議案１番、本件担当の８番、申請地の状況について説明を行う予定でした

が、都合により欠席との連絡を受けておりまして、代理で農地利用最適化推

進委員、申請地の状況について説明をお願いします。 

申請地は○○○○○○○○近くの○○○の西側です。○○○の南側にある

トンネル抜けたところです。現地は平坦な土地で耕作がされている状態でし

た。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

申請人は現在妻と○人で生活しております。申請人はもともと兼業農家と

して従事しておりましたが退職後、現在は専従農家となることを考えている

とのことです。申請に至った理由としましては、現在住んでいる自宅は目の

前の道路が住宅よりも高い位置にあるため、傾斜となり雨水が滞留し、日常

生活に支障が出ている状態であります。最大で○ｍほどの高低差が生じてお

ります。申請地は自宅の隣に位置しより高い地盤であることから、雨水に対

する問題解決が図られるとのことで、今回の申請に至りました。本来であれ

ば、自宅敷地内で新築等を検討すればよいものですが、雨水等の問題から申

請人の自己所有地である申請地での申請となりました。 

既存の宅地につきましては、建物を解体後農地に復元する計画であり、今

回の申請書の添付書類として作付け計画が提出されております。作付け作物

としては露地野菜を予定しております。 

今回の申請地は２種農地であり、計画目的に必要性があると思われます。 

只今、農地利用最適化推進委員及び事務局より説明がありましたが、質疑

がありましたらお願いします。 
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ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第

４条第２項各号に該当しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

日程第４ 議案第３３号  

日程第４議案第３３号農地法第５条の規定による許可申請について

審議に入ります。 

議案１番、本件担当の３番、申請地の状況について説明をお願いします。 

○○○○○○の○○○○○の裏の道を進んだところに位置しています。現

地は少し草が生えている状態でした。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

譲受人は市内の自宅にて妻と子供○人と母親の○人で暮らしております。

申請理由は所有している車○台、バイク○台を置くスペースが手狭となり、

敷地拡張による車庫の設置となっております。また、足腰が弱くなった母

親がデイサービスを利用する際の送迎車を置くスペースが手狭になってい

るとのことです。そこで隣接している農地を所有している従兄弟に相談し

たところ、快く承諾してもらい、駐車スペースやデイサービス送迎車駐車

スペースが手狭という問題解決が図られるとのことです。 

申請地の農地区分は３種農地であり、計画目的に必要性があると思われま

す。 

只今、３番及び事務局より説明がありましたが、質疑がありましたらお願

いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第

５条第２項各号に該当しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

続きまして、議案２番、本件担当の 13番、申請地の状況について説明を

お願いします。 

申請地は○○○○の売店と隣接しています。現地は駐車場として使用され

ています。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

当該申請は農振農用地の除外から計画されているもので、令和○年○月○

日付で除外認可を受けております。譲受人は市内で酪農を営んでおり、また

乳製品工場として出荷しております。乳製品工場の敷地内に、従業員及び来

客用の駐車スペースが約○台ありますが、現状は来客用の駐車場が不足して

いる状態です。土日祝日は１日に○○名ほどの家族連れが、買い物や工場見
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学等を目的として来客されるとのことです。そのため駐車場が足りず、お客

様より不満の声が寄せられたり、従業員の駐車場も足りない状況であるとの

ことです。今回隣接土地所有者へ相談したところ、農地を譲ってもよいとい

うことになり申請に至りました。申請地は従業員駐車場○台、来客用駐車場

○○台分の計画となっております。 

申請地の農地区分は２種農地であり、計画目的に必要性があると思われま

す。 

只今、13番及び事務局より説明がありましたが、質疑がありましたらお願

いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第

５条第２項各号に該当しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

続きまして、議案３番、本件につきましては事務局より申請地の状況及び

申請人の状況について説明をお願いします。 

申請地は○○○○を○○○から○○方面へ直角に曲がるカーブのところ

を、高萩方面へ○○○ｍほど進んだところを右折し、道なりに○○○ｍほど

進んだところにある○○○○の道反対側です。 

現地は防草シートが全面に敷いてある状態で、柿の木○本ほど植えられて

いました。 

次に申請人の状況ですが、当該申請につきましては農振農用地の除外から

計画されているもので、令和○年○月○日付で除外認可を受けております。

譲受人は市内の○○地内で動物病院を営んでおります。今回の申請は来客数

の増加に伴い、混雑時の迷惑駐車を防ぐため駐車場を常設し○～○台の駐車

スペースを予定しているとのことです。申請地と隣接する〇〇〇-○はすで

に駐車場として使用されていますが、今回の申請地も含めて新しく駐車場を

作り直し、従業員も利用する駐車場として計画するとのことです。 

申請地の農地区分は１種農地であり、『既存敷地の拡張計画２分の１を超

えないものに限る』の例外規定に該当します。計画目的に必要性があると思

われます。 

只今、事務局より説明がありましたが、質疑がありましたらお願いしま

す。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第

５条第２項各号に該当しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 



 

 

１番 

 

 議  長 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議  長 

 

 委  員 

 議  長 

 

 委  員 

 議  長 

 

 

 

５番 

 議  長 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、議案４番、本件担当の１番、申請地の状況について説明をお

願いします。 

申請地は○○○○の東側で、申請人の〇〇〇〇の駐車場の奥に位置してい

ます。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

当該申請は、農振農用地地域の除外から計画されているもので、令和○年

○月○日付けで除外認可を受けています。 

譲受人は、〇〇〇〇〇〇〇に本社を置き、市内の○○営業所を含めて約 1

○○の拠点を結びトラックの運送業を営む事業者です。現在、国道 407号バ

イパスを挟んで、○○駐車場と○○駐車場があり、大型 10ｔトラック○

台、中型 4ｔトラック○○台の計○○台各駐車場に分けて駐車している状況

です。また、従業員の車を含めると○○台となり過密状態になっており、ト

ラックが出た場所に従業員の車を置いています。また、日高営業所の業務の

拡張により、大型 10ｔトラックを約○○台を配備する計画となり、その駐

車場が必要となり今回の計画となりました。土地の選定については、大型車

両の出入りが容易にできる幹線道路に面していること、大型車両が転回でき

る土地形状であることを優先にし、既存の場所より比較的近いこと選定理由

となります。 

 申請地の農地区分は２種農地となり、計画目的に必要性があると思われま

す。 

只今、１番及び事務局より説明がありましたが、質疑がありましたらお願

いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第

５条第２項各号に該当しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

続きまして、議案５番、本件担当の５番、申請地の状況について説明をお

願いします。 

現地はきれいに耕されている状態でした。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

当該申請につきましては農振農用地の除外から計画されているもので、令

和○年○月○日付で除外認可を受けております。譲受人は現在○○市内で、

夫と子供○人の計○人で賃貸住宅に住んでおりますが、生活スペースが手狭

となってきたことを考慮し、申請人の父親に相談したところ父親が所有して

いる実家近くの農地に家を建てたらどうかという話となりました。譲受人の

夫は今後農業を継承したいとのことで、農作業の手伝いをしながら修行した

いとのことです。住宅を建築する場所としては、実家の隣地となり将来両親

の介護が必要となった場合も考慮し、当該申請地を選定したとのことです。 
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申請地の農地区分は２種農地であり、計画目的に必要性があると思われま

す。 

只今、５番及び事務局より説明がありましたが、質疑がありましたらお願

いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第

５条第２項各号に該当しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

続きまして、議案６番、本件担当の１番、申請地の状況について説明をお

願いします。 

申請地は○○○○○へ入る信号を左折し、最初の信号を左折すると○○の

神社があります。付近にある住宅地の中に細い道があり、そこを左に入って

いったところにあります。現地は農地のような状態となっていました。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

当該申請につきましては農振農用地の除外から計画されているもので、令

和○年○月○日付で除外認可を受けております。 

譲受人は平成○○年に○○○に会社を設立し、農地改良の埋め立て工事や

宅地造成など土木工事をメインとした建設業を営んでおります。申請地は本

社から約○○㎞離れておりますが、一昨年申請地に隣接する山林を購入して

おります。これまで資材置場として利用していた場所については売却し、今

後は申請地と購入した山林をについて、資材置場として一体利用したいとの

ことです。 

 譲受人は、県の方から土木工事業・舗装工事業及び土工事業として一般建

設業の許可得ております。山林伐採後は埋め立て工事や、農地改良で使用す

る土の搬入を行うため造成工事に使用する資材を置くことができる、工事の

度に材料を仕入れる状況となり、計画的に材料を仕入れて備蓄し申請地と一

体利用できれば改善できるとのことで、今回の申請に至りました。 

 申請地の農地区分は２種農地であり、計画目的に必要性があると思われま

す。 

只今１番及び事務局より説明がありましたが、質疑がありましたらお願い

します。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第

５条第２項各号に該当しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

続きまして、議案７番、本件担当の５番、申請地の状況について説明をお願
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いします。 

先日現地確認してきました。現地は一部草が生えないように防草シートが

張ってあり、一部植木が生えている状態でした。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

当該申請につきましては農振農用地の除外から計画されているもので、令

和○年○月○日付で除外認可を受けております。 

譲受人は○○という関係性で、現在○世帯の○人で生活しております。譲

受人の子が成長に伴い、自動車免許を取得して車通勤をするようになったた

め、敷地内の駐車スペースが手狭となり、今回の申請に至ったとのことで

す。 

譲受人は現在車を○台所有しており、やむを負えず路上駐車をすることも

あります。この問題を解決するため、隣接する申請地を所有する姪に相談し

たところ、快諾していただいたとのことです。 

申請地の農地区分は２種農地であり、計画目的に必要性があると思われま

す。 

只今、５番及び事務局より説明がありましたが、質疑がありましたらお願

いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第

５条第２項各号に該当しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

続きまして、議案８番、本件担当の２番、申請地の状況について説明をお

願いします。 

先日現地を確認してきました。○○○○の前の田んぼ付近で、○○○○○

○○○の斜め反対側が、申請地です。申請地内は 50㎝程の草が生えており、

田んぼへの入り口には、ガードレールが設置されている状態でした。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

 譲受人は昭和○○年から現在の場所に営業所を設けて、建築工事・土木工

事を中心に工務店を営んでおります。今回資材置場としての申請ですが、こ

れまで市内の別の場所に○か所資材置場を設けていました。しかし年々材料

コストが上昇し工事価格も大幅に上昇しているため、業務運営の面から資材

をまとめて発注し、資材の単価を下げなければ経営が厳しいという状況とな

りました。 

 以前の資材置場では、資材及び道具等の盗難被害があったが、申請地であ

れば自宅近くということで目が行き届く、とのことです。 

 申請地の農地区分は１種農地ですが、同地区内に住んでおり申請地と隣接

しているため、敷地拡張ということで例外規定にあたります。 

只今、２番及び事務局より説明がありましたが、質疑がありましたらお願
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いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第

５条第２項各号に該当しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

続きまして、議案９番、本件担当の 11番、申請地の状況について説明を

お願いします。 

推進委員と現地を確認してきました。申請地は高麗川駅のローソン付近の

道を、左に入り○○○ｍほど進んだところです。 

現地は砂利が敷いてあり、工事中の車等が置いてある状態でした。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

 譲受人は今年の○月○○日に申請地の隣接している宅地を購入しておりま

す。購入後、譲受人がリフォーム事業を営んでいることから、自宅をリフォ

ームしています。購入後、敷地内に十分な駐車スペースが確保できないとい

うことで、隣接している申請地に車○台を駐車することを計画しています。 

 申請地には以前、建物が建っており、それを壊したため現地の状態が砂利

となっていますが、農地への復元を指示しています。 

 申請地の農地区分は１種農地ですが、既存敷地の２分の１を超えない範囲

での敷地拡張ということで例外規定にあたり、計画目的に必要性があると思

われます。 

只今、11番及び事務局より説明がありましたが、質疑がありましたらお

願いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第

５条第２項各号に該当しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

続きまして、議案１０番、本件担当の７番、申請地の状況について説明を

お願いします。 

22日に現地を確認してきました。申請地は○○○○○○○○○○○○の近

くです。現地は草刈りがされている状態でした。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

 譲受人は、申請地に隣接する土地を購入し、自己用住宅を建築する予定で

した。しかし購入予定の土地を詳しく調べたところ、建築基準法に適した道

路に接しておらず、建築行為が行えないことが判明しました。そこで申請地

を接道として利用する許可を受けたく、今回の申請に至りました。 

申請地は建築基準法に適した道路から最短距離であり、面積も必要最低限
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となっております。 

 申請地の農地区分は２種農地であり、計画目的に必要性があると思われま

す。 

只今、７番及び事務局より説明がありましたが、質疑がありましたらお願

いします。 

道路と申請地との間に細い土地があるように見えるが、この場合申請地を

接道として利用できるのか。 

細い土地ではなく、道路が拡幅されたものである。このため、申請地を接

道として利用できる。 

譲受人は個人の方か。 

はい。外国籍のため、名前の表記が日本人のものと異なっているが、譲受

人は個人の方である。 

よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第５条第２項各号に該当

しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

続きまして、議案１１番、本件担当の４番、申請地の状況について説明を

お願いします。 

22日に現地を確認してきました。申請地は○○○の東側に位置しています。

以前農地改良の届出があった場所の北側です。現地は草が２ｍほど伸びて

おり、１ｍほどの段差があるところもありました。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

 今回の申請は農地改良ということであり、本来であれば土地の所有者が自

己で耕作を行う目的で申請を行うものでありますが、今回の申請では、明日

の農業担い手育成塾生の方が、経営地を広げる目的で申請に至りました。 

経緯としては、土地所有者が○○○在住であり、農地の管理ができないと

いうことで、付近で農業を営んでいる人を探したところ、申請地の近くの土

地を農地改良して耕作していた担い手塾生の方が見つかり、今回の申請に至

ったとのことです。 

今後はこの担い手塾生が露地野菜を作るとのことです。農地改良後は、農

地中間管理機構を通して、明日の農業担い手育成塾の研修農地として認定さ

れるよう手続きを進めるとのことです。 

只今、４番及び事務局より説明がありましたが、質疑がありましたらお願

いします。 

申請地の西側の隣地は田んぼとなっているが、申請地が農地改良したら、

排水に関しては大丈夫なのか。 

 西側の隣地は田んぼであるが、現在作付け等のされていない土地となって

いる。排水関係については、譲受人に確認していない。 

 申請地の北側に水路があるようだが、農地改良後もそこが排水路として利
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用可能なのか確認をお願いします。 

 わかりました。 

 農地改良後は露地野菜を作る予定とのことだが、譲受人は一時的に農地改

良をして、作業が終わったら譲渡人に土地を返すということになる。○○○

在住の方が、どのように耕作を行うのか。 

先ほども説明しましたが、耕作者が別におり農地改良が終了したらその方

の経営地として、農地を中間管理機構から借りて耕作していく予定です。 

他に質疑はありませんか。 

ありません。 

よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第５条第２項各号に該当

しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

日程第５ 議案第３４号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請

について 

議案第３４号 「農地法第５条の規定による許可後の計画変更」申請

について、審議に入ります。 

本件につきましては 事務局より、申請地の状況および申請人の状況

について、説明をお願いします。 

申請地は、県道川越日高線の○○○○○○のある交差点を、北へ○㎞

ほど進み、踏切の手前を右折して○○ｍほど進んだところをまた右折し

たところです。現地は草が50㎝ほど伸びている状態でした。 

 次に申請人の状況についてです。 

 今回の申請は、当初、計画者が自己用住宅を建てる目的で計画していまし

たが、家庭の事情により計画が実行できなくなり、計画自体も断念しました。 

 今回、申請地から徒歩○分ほどの距離に住んでいる方へ事業計画者が変わ

っております。申請人は現在、○階部分が駐車場、〇階と〇階が住居部分と

いう３階建ての住居に住んでいますが、高齢になるにつれ上層階への移動が

困難となり、○階部分を居住スペースに変更を行いたいとのことです。そこ

で、現在○階部分に置いてある車○台を、申請地へ置けないかということで、

今回の申請に至りました。 

 申請地の農地区分は２種農地であり、計画目的に必要性があると思われま

す。 

只今、事務局より説明がありましたが、質疑がありましたらお願いしま

す。 

計画変更ということは、宅地から駐車場への変更ということですか。 

そうです。昭和○○年に住宅建築の目的で転用許可を受けていたものを、

住宅ではなく駐車場にすると同時に、事業計画書の変更が行われるという２

点の変更になります。 
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今後の流れとしては、今回の申請が通った後に申請人が再度５条申請を行

い、審議を諮るというものです。 

第２段階があるということですか。 

はい。 

許可の年数は関係ないのか。 

許可後、計画が完了し地目変更を行っていれば問題なかったが、以前の計

画では住宅が建っておらず、農地転用が完了したといえない。県に確認した

ところ、許可を受けただけで計画が止まっているという認識になるため、今

回は地位の継承と用途の変更を行うという２点の計画変更となる。その後、

申請人へ地位の継承がされたところで、もう一度同じ申請人で５条申請を行

うということになります。事業が終わっていないため、計画変更という扱い

になるということです。 

わかりました。 

他に質疑がありましたらお願いします。 

ありません。 

よって質疑を終結します。お諮りします。事業計画の変更について、承認

相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は承認相当と決し、県知事に送付します。 

 

日程第６専決処分の報告について 

日程第６専決処分の報告について、資料を読み込みいただき、質疑があり

ましたらお願いします。 

ありません。 

以上で総会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

  

 


